
  

 

 

 

 

   

桑名市教育委員会 

～障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場等について～ 

ぜひお読み

ください！ 

桑名市の特別支援教育 

ゆめ はまちゃん 

資料６



 

  

めざす子どもの姿 

子どもたちが障害等による学習上や生活上の困難を改善・克服し、自立と社会参画のため

に必要な力を身につけています。 

実現にむけて 

障害の状態や特性、発達

段階等をふまえて、特別

な支援を必要とする子ど

も一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じた適切な指

導・支援を充実します。 

 
通常の学級において、

ユニバーサルデザイン

の視点を取り入れた授

業づくりや学習環境の

整備に取り組みます。 

 

特別支援教育コーディネ

ーターを中心に校内支援

体制を確立し、教職員に

よる発達障害等に対する

正しい理解と適切な指

導・支援を進めます。 

 

 

「個別の教育支援計画・

指導計画」や※パーソナ

ルファイル等を活用し、

めざす子どもの姿を本人

や保護者と具体的に話し

合って共有します。 

 

幼稚園や小中学校間にお

いて、これまでの支援の

状況や医療福祉等関係機

関からの情報を共有し、

それらの情報を確実に引

き継ぐことで、途切れの

ない支援を行います。 

朝の会の流れの 

提示の例 

 

 

※パーソナルファイル 

支援の必要なお子さんの生

活、医療、福祉、教育等に

関する情報を記録していく

三重県教育委員会作成のフ

ァイルです。 

 
特別な支援が必要な 

児童生徒本人や保護者 

 から相談・申し出に応じ、 

学校や設置者が過度な負担がな

い範囲で必要かつ適当な変更・

調整を行います。 

（※合理的配慮の提供） 

 

※学校と本人・保護者が相互理解を深めながら、 

合理的配慮の内容を協議することが大切です。 



 

 

  

  

  

種別 主な指導内容 

知的障害 
個々の児童生徒の発達段階を考慮して教育課程を編成するとともに、学習内容に応じた

教材を選定し指導します。体力づくりや基本的生活習慣の確立、社会生活に必要な言語の

理解や表現等、基礎的な能力を育む指導を行っています。 

自閉症・ 

情緒障害 

一人ひとりの障害の状態に応じた配慮や工夫をしながら教科に関する指導をするほか、自

閉症等の子どもには、言語の理解を促し、場に応じた適切な行動ができるようになるため

の教育を行っています。また、選択性かん黙等のある子どもには、安心できる雰囲気の中

で、心理的安定を図る指導や集団参加に関する教育を行っています。 

肢体不自由 

肢体不自由の他に知的障害など、他の障害を併せ有する子どもも在籍していることから、

一人ひとりの障害の状態等を考慮した弾力的な教育課程を編成しています。この他、医療

的ケアを必要とする子どもや医療機関において治療や機能訓練等を必要とする子どもが

多いことから、医療との連携を大切にした指導を進めています。 

難聴 

通常の学級に準じて教育課程を編成し、当該学年の教科書を使用して、学習を進めます。

一人ひとりの聞こえの程度やコミュニケーションの状態に応じ、自立活動の内容から「環境

の把握」「コミュニケーション」を中心に、補聴器の使い方、聞き取りや発音の仕方等に配

慮し指導を行っています。 

病弱・ 

身体虚弱 

障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために、「自立活動」とい

う指導領域が設けられており、身体面やメンタル面の健康維持や改善を図る学習を行って

います。 

Ａ．小学校、中学校においていかに示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又

は生活上の困難を克服するために設置される学級です。 

【学級種別】知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、 

自閉症、情緒障害者             文部科学省『特別支援学級の現状』より引用 

 

Ｑ．特別支援学級ではどのような学習をするのですか？ 

特別支援学級は、1学級 8人までとなっており、指導・支援は、「個別の教育

支援計画」「個別の指導計画」に基づいて行っています。 

基本的な生活習慣や学習への適応力の育成をはじめ、健康な体づくりなど、個

別や小集団で指導を行うとともに、通常の学級での交流及び共同学習や学校

行事への参加などをとおして、大きな集団の中での社会的な適応力を高める

ための支援を行っています。 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

種別 設置校 

言語障害 修徳小学校（桑名市東方 302—5） 

発達障害 在良小学校（桑名市蓮花寺 129—2） 

発達障害 長島中部小学校（桑名市長島町西外面 2188） 

発達障害 大山田西小学校（桑名市野田 2丁目 8） 

発達障害 成徳中学校（桑名市東汰上 415—1） 

桑名市の通級指導教室の設置校 

 

 

 

修徳小ルーム 長島中部小ルーム 

 
成徳中ルーム 

 

大山田西小ルーム 

 

在良小ルーム 

 

在籍校 

 

通級指導教室の設置校 

 

Ａ．人との関わり方や学習への取り組み方、身体の使い方、気持ちのコントロールの仕方等自分が苦

手だなと感じていることに、個別の学習で取り組むための教室です。 通常の学級の子どもが通うこ

とができます。通級指導教室での学習は、授業時間中や放課後に行います。通級指導教室担当の

先生と相談しながら、通室の時間を決めます。1単位時間は 45分（小学校）50分（中学校）の個

別指導が基本です。入級については、在籍園・校の特別支援教育コーディネーターを通じてご相談

ください。小学校 1年生については、小学校入学後からの受付となります。 

設置校へ決め

られた時間に

通います。 

Ｑ．通級指導教室ではどのような学習をするのですか？ 

桑名市の通級指導教室の設置校 

 

 

 

消防署 

 

 

 

光陵 

中学校 

成徳中 

大山田

西小 

在良小 

修徳小 長島 

中部小 



A. 障害のある子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを正確に把握し、乳幼児期から学校卒業までを

通じて途切れない教育的支援を行うために、家庭や関係機関と連携して作成します。進級後や進

学先でも継続した支援が行われるように、活用をすすめています。 

 

 

 

 

 

個
別
の
教
育
支
援
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
深
ま
る
連
携 

 

 

 

個別の指導計画（※）は学

校と保護者がともに作成し

ています。保護者はパーソナ

ルファイル（右参照）に挟み

こんで活用・保管します。学

校では次年度、新しい学年

や進学先へ渡して、支援方

法を引き継ぎます。 

 

必要なページに記入した

り、関係機関（療育センタ

ー、保育所、幼稚園、学校、

相談機関、保健所、病院、

福祉サービ ス事業所な

ど）が作成した情報を綴じ

込んだりして、お子さんの

成長記録として活用できま

す。 

Ｑ．個別の教育支援計画とはなんですか？ 

〇支援の内容について話し合う際

の資料になります。 

〇発達段階や状況に応じてそのよ

うな配慮をどの範囲で、どんな

時に提供するのか等具体的な

支援の計画を立てて実施するこ

とができます。 

 

園・学校にとっての利点 

 

〇就学前から小中学校・高等学校、さ

らにその後の教育や就労等、生涯

にわたる見通しを持った学校教育

や支援を一貫して継続的に受ける

ことができます。

〇情報共有の時間が軽減され、支援の内

容を正確に伝えることができます。例えば

大学入試において、文字の拡大や時間

延長等の配慮を受けるためには、高校で

も同様の配慮を受けてきたことを示す必

要があります。可能な範囲で配慮が提供

され、その情報が引き継がれます。 

 

 

 

〇家庭や学校・園と共通理解が図ら

れ、一貫した支援を行うことができ

ます。 

〇連携すべき内容や配慮する事項が

明確になります。 

本人にとっての利点 

 

保護者にとっての利点 

 

関係機関にとっての利点 

 

「個別の教育支援計画」による途切れのない引き継ぎイメージ 

幼稚園

保育所    

等 

 

小学校 

  

 

中学校 

  

 

高等 

学校 

  

 

就労 

機関等 

  

引
継
ぎ 

引
継
ぎ 

引
継
ぎ 

引
継
ぎ 

※「個別の指導計画」とは一人ひとりの教育的ニーズに応じた具体的な指導目標、内容、方法などをまとめたものです。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

障害のあるお子さんの就学については、市町村教育委員会で就学支援を行っています。

市町村教育委員会は、医学、心理学等の専門家による意見や支援すべき内容、本人及

び保護者の願いを総合的に考慮し、適切な就学先を決定します。 

 

就学先決定までの手続き 

 

就学先の最終決定をします。 

お子さんの発達の状態、園や学校での様子や専門家が行う行動観察

や発達検査などをもとに、医師、有識者、臨床心理士、学校関係者等

が適切な就学・進学先・転学先の提案を行います。 

就学支援委員会が提案する意見に同意されない場合、就学相談員

による就学相談を行っています。 

希望する就学先を見学することができます。在籍園・学校を通じて、ま

たは見学先に直接ご連絡ください。 

就学支援委員会の保護者記入用紙の提出締め切りは毎年 5月中旬

です。お早めに在籍園・学校にご相談ください。 

就学支援委員会 

学校見学 

在籍の園・学校に

相談 

就学相談 

 就学先の決定 

5月頃まで 

年間通じて 

7月末 

９月から 

10月 

 

11月中旬

※ 

 

★就学時に小学校６年間、中学校３年間の学びの場が決まってしまうのではありま

せん。お子さんの発達や、適応の状況、学校の環境等をふまえ、必要に応じて、再

度、就学支援委員会で審議することが可能です。 

★保護者の方が、お子さんの就学に向けての疑問や不安が少しでも解消できるよ

う、また、安心して入学を迎えていただけるよう、桑名市教育委員会では就学相談

を随時行っております。 

★特別支援学校に入学される方は三重県教育委員会からの「入学通知書」を在籍

園・学校を通じてお渡しいたします。 

 

※特別支援学校への入学決定については１月下旬になります。 



 

 

 

 
 

 

  すぐにカッと

なり、イライ

ラしやすい。 

 

言葉がは

っきりし

ない 

 

読み書きが

極端に苦手 

 

卒業後のこ

とが心配。 

 

落ち着き

がない。 

 

友だちとト

ラブルが多

い。 

姿勢が悪くい

つもどこかが

動いている。 

 

先生や友だち

の話が理解し

づらい。 

Ｑ．特別支援教育コーディネーターとはなんですか？ 

Ａ．市内すべての小中学校には、保護者との相談窓口になったり、校内の関係者

や校外の関係機関との連絡・調整を行ったりする特別支援教育コーディネー

ターという役割の先生がいます。 

本人の努力不足やしつけの問題と誤解されがちですが、自分の力だけではどうすること

もできず、困っている子どもたちがいます。本人がどう困っているのか、まわりの大人が気

づき、理解し、その子にあった支援をすることで生活や学習の困難さは軽減されます。気に

なることや心配なことがあったら、まずは相談してみましょう。小中学校では担任の先生や

特別支援教育コーディネーターが相談に応じます。 

 

Ｑ．関係機関とはどのようなところですか？ 

Ａ．子どもの支援について相談できる教育・医療・福祉などの機関のことです。 

地域の関係機関・職員 

 

教育 

  

医療 

  
福祉  

  

通級指導教室担当 
幼小中の職員・養護教諭  

特別支援教育コーディネーター 

特別支援学校の職員 
北勢児童相談所  

医師 
子ども総合相談センター 

スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 



 

 

 

事業名 内容 申し込み 相談場所 

就学相談 

 

小学校や中学校に就学・進学する子ども

の発達の状態など子どもの特性を考慮し

ながら、適切な学校・学級はどこなのかを

相談します。 

随時受付けています。 

桑名市教育委員会 

人権教育課 

特別支援教育担当まで 

０５９４－２４－１１９２ 

くわっぽ 

教育相談 

特別支援教育士や臨床心理士が、特別な

支援を必要とするお子さんについて、保護

者や教職員からの相談をお受けします。 

  

〇特別支援教育士による面接相談 

（指定の水曜日） 

〇臨床心理士による面接相談 

（毎週月曜午前・指定の水曜午前）  

〇認定臨床心理カウンセラー・ 

 認定臨床心理療法士による面接相談 

（指定の木曜日） 

桑名市教育研究所 

予約電話番号 

０５９４－２４－１８８０ 

(9:00～17:00)  

巡回相談 

学校を巡回して教職員に指導・支援内容

や方法に関する指導や助言を行ったり、希

望される保護者に面談を実施したりしま

す。 

各幼稚園、小・中学校の先生を通して

お申し込みください。 

お子さんの幼稚園・学校にて

受け付けます。 

ことばの相談 
言語聴覚士による、言葉の発音に関わる

相談を実施します。 

予約制ですので、右記までご連絡く

ださい。 

桑名市子ども総合センター 

子ども発達・小児在宅支援室 

０５９４－２４－３０４０ 

発達検査を

伴う相談 
(0～18歳まで

のお子さま） 

発達検査や聞き取りを通して、お子さん

の得意なことや苦手なことを知り、関わ

り方の手立てを一緒に考えます。 

予約制ですので、右記までご連絡く

ださい。 

桑名市子ども総合センター 
子ども発達・小児在宅支援室 

０５９４－２４－３０４０ 

この資料に関するお問い合わせ先 

桑名市教育委員会事務局 人権教育課      

〒511-8601 桑名市中央町 2丁目 37番地 TEL 0594-24-1192  FAX 0594-24-1358 
※この資料は桑名市のホームページからもダウンロードできます。   

監修 ： 小笠原 昭彦（桑名発達臨床研究室 臨床心理士、心理学博士） 

 

 

 


